
県
吏
員
職
員
退
隠
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
四
十
八
号

県
吏
員
職
員
退
隠
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

県
吏
員
職
員
退
隠
料
条
例
（
昭
和
八
年
十
一
月
奈
良
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
十
条
ノ
二
た
だ
し
書
中
「
刑
執
行
猶
予
」
を
「
刑
ノ
全
部
ノ
執
行
猶
予
」
に
改
め
、
「
停
止
セ

ス
」
の
下
に
「
刑
ノ
一
部
ノ
執
行
猶
予
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
刑
ノ
内
執
行
ガ
猶
予
サ
レ
ザ

リ
シ
部
分
ノ
期
間
ノ
執
行
ヲ
終
リ
又
ハ
執
行
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル
月
ノ
翌
月
以
降
ハ
之
ヲ

停
止
セ
ズ
」
を
加
え
、
同
条
後
段
中
「
其
言
渡
ヲ
」
を
「
之
等
ノ
言
渡
ヲ
猶
予
ノ
期
間
中
ニ
」
に
改
め

る
。第

二
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
但
シ
刑
ノ
」
の
下
に
「
全
部
ノ
」
を
、
「
停
止
セ
ス
」
の
下
に

「
刑
ノ
一
部
ノ
執
行
猶
予
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
刑
ノ
内
執
行
ガ
猶
予
サ
レ
ザ
リ
シ
部
分
ノ

期
間
ノ
執
行
ヲ
終
リ
又
ハ
執
行
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル
月
ノ
翌
月
以
降
ハ
之
ヲ
停
止
セ
ズ
」

を
加
え
、
同
項
後
段
中
「
其
ノ
言
渡
ヲ
」
を
「
之
等
ノ
言
渡
ヲ
猶
予
ノ
期
間
中
ニ
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
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